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(57)【要約】
【課題】録画したデータ放送を再生する際に、例えばプ
レゼント応募の有効期限のような制約条件を伴うデータ
放送において、有効期限が切れていることをユーザが気
付かずに応募サイトへアクセスしてしまうといった、無
駄なアクセスおよびそれに伴う無駄な通信料を発生させ
ない放送受信装置を提供する。
【解決手段】放送受信装置（100）は、少なくとも１つ
のデジタル放送番組を、デジタル放送番組に関連する期
限上の制約条件と共に格納する記憶手段(200)と、デジ
タル放送番組を再生し、表示する表示手段(DIS)と、通
信回線への接続要求を指示するためのユーザによる選択
を受け付ける入力手段(KEY)と、通信回線への接続要求
を生成する接続要求生成手段(190)と、記憶手段(200)に
格納したデジタル放送番組を再生する際に、デジタル放
送番組と共に記憶手段(200)に格納した制約条件に基づ
き、受け付けた選択に基づく通信回線への接続要求を無
効とするように接続要求生成手段を制御する制御手段(1
60)とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つのデジタル放送番組を、該デジタル放送番組に関連する期限上の制約条
件と共に格納する記憶手段と、
　前記記憶手段に格納したデジタル放送番組を再生し、表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されたデジタル放送番組のデータ放送における、通信回線への接続
要求を指示するための表示領域に対するユーザによる選択を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段により受け付けた選択に基づく前記通信回線への接続要求を生成する接続
要求生成手段と、
　前記記憶手段に格納したデジタル放送番組を再生する際に、当該デジタル放送番組と共
に前記記憶手段に格納した前記制約条件に基づき、前記入力手段により受け付けた選択に
基づく前記通信回線への接続要求を無効とするように前記接続要求生成手段を制御する制
御手段と、
を備えることを特徴とする放送受信装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の放送受信装置において、
　前記記憶手段に格納された、少なくとも１つのデジタル放送番組に関するデータ放送の
ためのデータから、前記制約条件を抽出する抽出手段をさらに備える、
ことを特徴とする放送受信装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の放送受信装置において、
　前記制御手段は、
前記記憶手段に格納したデジタル放送番組の再生時に、当該デジタル放送番組に関するデ
ータ放送が前記制約条件を満たすか否かを判定し、当該判定結果に基づき、前記表示手段
または前記接続要求生成手段を制御する、
ことを特徴とする放送受信装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の放送受信装置において、
　前記制御手段は、前記記憶手段に格納したデジタル放送番組の再生時に、当該デジタル
放送番組に関するデータ放送において前記入力手段により受け付けた選択に対応するデー
タが前記制約条件を満たすか否かを判定し、前記制約条件を満たさない場合、当該選択が
無効である旨を示すポップアップ表示を表示するように前記表示手段を制御する、
ことを特徴とする放送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、放送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上デジタル放送で提供されているデータ放送の双方向サービスにおいて、テレビショ
ッピングでの物品購入、クイズ回答による番組参加、およびプレゼント応募等の、有効期
限（制約条件）を有する番組が多く見られる。ユーザはこれらの番組を録画しておき、所
望の時間にリアルタイムでない状況で視聴（再生）することができるが、再生時にもまだ
それら番組内の期限が有効であるか否かは、デジタル放送の受信装置のデータ放送表示部
（ディスプレイ、画面）に表示された例えばリンクボタン（プレゼント応募ボタン）等を
選択し、プレゼント応募画面にアクセスして初めて知ることができる。特に、例えば携帯
電話のような携帯通信端末でデジタル放送を視聴している場合には、ディスプレイ自体が
小さいため、表示できるデータ放送のコンテンツが限られてしまい、有効期限とプレゼン
ト応募ボタンがディスプレイ上に同時に表示されないことがあり得る。上述のような状況
でプレゼント応募ボタンを選択すると、有効期限（締切り等）が過ぎている場合には、ユ
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ーザは、プレゼント応募画面にアクセスしてから現時点が有効期限内でないことを知るこ
ととなり、無駄な通信料が発生することになる。
【０００３】
　上述の従来技術による、録画した期限付きのデータ放送サービス（双方向サービス）に
アクセスする際の放送受信装置における処理を、図８（ａ）のフローチャートに示し、簡
単に説明する。まず、データ放送の受信装置で予め録画していた番組の再生を開始したと
する。その後ユーザによってデータ放送内のプレゼント応募ボタンが押下げられ（ステッ
プＳ３１）、受信装置は、応募するためのサイト（応募サイト）へのアクセスを試みる（
ステップＳ３２）。その時点が応募の有効期間内であれば、応募サイトを表示してユーザ
からの所定の応募操作を受付け、プレゼントの応募が完了する（ステップＳ３３～Ｓ３５
）が、有効期間外であれば、応募期限が過ぎていることを示すサイトが表示されることに
なる（ステップＳ３３、Ｓ３６）。
【０００４】
　なお、上記のように応募画面へのリンク先へアクセスする必要がある場合は、ユーザは
、アクセスしたサイトの画面表示によって有効期限が過ぎていることを知ることができる
が、受信装置での操作が、例えば受信装置自身のボタンをワンクリックすることのみで完
了する（番号選択やプレゼント応募等）コンテンツもある。この場合、ユーザは、操作が
有効であるか無効であるかに係わらず受信装置の操作が可能なため、プレゼントに応募し
たつもりでも、その時点で有効期限を既に過ぎており、結果的に応募できていない場合も
ある。この場合、応募したことでパケットの送信が生じ、無駄な通信料を発生させた上に
、応募自体が無効であったことをユーザは知ることができない。この処理を、図８（ｂ）
のフローチャートを用いて簡単に説明する。同図（ａ）の場合と同様に、録画したデータ
放送を再生し、ユーザによってデータ放送内のプレゼント応募ボタンが押下げられる（ス
テップＳ４１）と、受信装置は、ユーザ情報（端末のＩＤ、希望するプレゼント等）を含
んだパケットを送信する（ステップＳ４２）。その時点が応募の有効期間内であれば、プ
レゼントの応募が完了する（ステップＳ４３、Ｓ４４）が、有効期間外であれば、プレゼ
ントの応募は完了せず、応募操作が無効であることをユーザは気付くことができない（ス
テップＳ４３、Ｓ４５）。
【０００５】
　これらの問題点を解決する技術として、従来技術に、現在日時がデータ放送のコンテン
ツに含まれる有効期限か否かを受信装置側で判定し、有効期限の切れているコンテンツに
はその旨を示す印を合わせて表示する、或いは、そのコンテンツを表示しないように受信
装置の表示画面を制御するものが開示されている（特許文献１を参照されたい。）。
【特許文献１】特開２００１－２２３６５２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら特許文献１の技術は、有効期限が切れていることをユーザに報知するが、
ユーザが、有効期限切れにもかかわらず、例えば操作を誤ってプレゼントの応募サイトに
アクセスすることを防止するものではない。上述したように、受信装置が携帯通信端末で
ある場合、特許文献１の技術では、ディスプレイが小さいために有効期限とプレゼント応
募サイトへのリンクボタンを同時に表示できず、ユーザは、有効期限を確認する操作に手
間をかけるよりも、簡単な操作であるリンクボタンの押下（選択）を行なってしまい、無
駄な通信料が発生する。
【０００７】
　よって、本発明の目的は、上述の問題を克服し、録画したデータ放送を再生する際に、
例えばプレゼント応募の有効期限のような制約条件を伴うデータ放送において、有効期限
が切れていることをユーザが気付かずに応募サイトへアクセスしてしまうといった、無駄
なアクセスおよびそれに伴う無駄な通信料を発生させない放送受信装置を提供することで
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した諸課題を解決すべく、第１の発明による放送受信装置は、
　（映像信号、音声信号およびデータ放送信号を含む、複数のデジタル放送番組の信号を
通信回線を介して受信する受信手段と、）
　少なくとも１つのデジタル放送番組を、該デジタル放送番組に関連する期限上の制約条
件（リンク先への接続期限、視聴者参加型番組への参加期限、懸賞応募期限、または、テ
レビショッピング番組の商品購入期限など）と共に格納する（録画する）記憶手段と、
　前記記憶手段に格納したデジタル放送番組を再生し、表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されたデジタル放送番組のデータ放送における、通信回線への接続
要求を指示するための表示領域に対するユーザによる選択を受け付ける入力手段と、
　前記入力手段により受け付けた選択に基づく前記通信回線への接続要求を生成する接続
要求生成手段と、
　前記記憶手段に格納したデジタル放送番組を再生する際に、当該デジタル放送番組と共
に前記記憶手段に格納した前記制約条件に基づき、前記入力手段により受け付けた選択に
基づく前記通信回線への接続要求を無効とするように前記接続要求生成手段を制御する制
御手段と、
を備えることを特徴とする。
【０００９】
　第２の発明による放送受信装置は、
　前記記憶手段に格納された、少なくとも１つのデジタル放送番組に関するデータ放送の
ためのデータから、前記制約条件を抽出する抽出手段をさらに備える、
ことを特徴とする。
　（例えば、通信接続を伴うクリック可能領域を表示するデータに関連する期限情報を読
み出すことによって制約条件を抽出することが可能である。また、期限情報は、形態素解
析を用いて、さらには、期限、締め切り、応募、申し込み、受付期間などのキーワード検
索によって抽出してもよい。）
【００１０】
　第３の発明による放送受信装置は、
　前記制御手段は、
前記記憶手段に格納したデジタル放送番組の再生時に、当該デジタル放送番組に関するデ
ータ放送が前記制約条件を満たすか否かを判定し、当該判定結果に基づき、前記表示手段
または前記接続要求生成手段を制御する、
ことを特徴とする。
【００１１】
　第４の発明による放送受信装置は、
　前記制御手段は、前記記憶手段に格納したデジタル放送番組の再生時に、当該デジタル
放送番組に関するデータ放送において前記入力手段により受け付けた選択に対応するデー
タが前記制約条件を満たすか否かを判定し、前記制約条件を満たさない場合、当該選択が
無効である（期限切れであり、当該選択指示に基づく通信接続は無駄である）旨を示すポ
ップアップ表示を表示するように前記表示手段を制御する、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　上述のように、本発明によれば、録画したデータ放送を再生する際に、例えばプレゼン
ト応募の有効期限のような制約条件を伴うデータ放送において、有効期限が切れているこ
とをユーザに視覚的に報知するとともに、制約条件を伴うデータ放送からの通信回線への
接続を禁止することができるため、ユーザが有効期限が切れていることに気付かずに応募
サイトへアクセスすることによる、無駄なアクセスおよびそれに伴う無駄な通信料を発生
させない、放送受信装置を提供することができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以降、諸図面を参照しながら、本発明による放送受信装置の実施態様を詳細に説明する
。放送受信装置としては、携帯電話、ＰＤＡ（パーソナルデジタルアシスタンス）、携帯
ゲーム機、携帯ビデオプレイヤー、携帯電子書籍ビューワーなどの携帯電子機器に幅広く
本発明を適用することが可能である。本実施態様では、放送受信装置として携帯通信端末
を想定し、地上デジタル放送としてはワンセグ放送であるものとして説明を行なう。
【００１４】
　図１に、本発明による放送受信装置の機能ブロック図を示す。放送受信装置１００は、
アンテナＡＮＴ１、ＡＮＴ２、チューナ部１１０、復調部１２０、分岐部１３０、処理部
１４０、スピーカＳＰ、表示制御部１５０、表示部ＤＩＳ、制御部１６０、無線部１７０
、記憶部（メモリ等）１８０、操作キー部ＫＥＹ、アクセス要求生成部１９０および番組
蓄積部２００を備えている。アンテナＡＮＴ１は、データ放送を含む地上デジタル放送の
信号（ＲＦ信号）を受信し、チューナ部１１０は、制御部１６０からの周波数（チャンネ
ル）指定命令に基づいて、受信したＲＦ信号をチューニング（周波数変換）する。なお、
制御部１６０からのチャンネル指定命令は、操作キー部ＫＥＹを用いてユーザが指定した
チャンネルに基づく。復調部１２０は、チューナ部１１０によってチューニングされたチ
ャンネル信号を、ＭＰＥＧ形式のＴＳ信号に復調する。分岐部１３０は、復調部１２０に
よって復調されたＴＳ信号内のパケットＩＤに基づき、音声パケット、映像パケット、デ
ータ放送パケットを検出し、音声パケットを音声処理部１４２に、映像パケットを映像処
理部１４４に、データ放送パケットをデータ処理部１４６に出力する。なお、音声処理部
１４２、映像処理部１４４およびデータ処理部１４６は処理部１４０に備えられている。
音声処理部１４２は、入力された音声パケット内の音声データをデコードし、スピーカＳ
Ｐに出力する。映像処理部１４４およびデータ処理部１４６は、入力された映像データお
よびデータ放送パケットをそれぞれデコードし、表示制御部１５０に出力する。
【００１５】
　無線部１７０は、アンテナＡＮＴ２を介して、プレゼント応募サイトへアクセスするた
めの無線通信回線へのパケットの送信等の無線通信を行なう。アクセス要求生成部１９０
は、ユーザによる操作キー部ＫＥＹを介した通信回線への接続要求（アクセス要求）に応
じて、無線回線へのアクセス要求を生成する。番組蓄積部２００は、例えばハードディス
クやフラッシュメモリ等で構成され、録画したデジタル放送番組を格納し、記憶部（メモ
リ等）１８０は、後述する表示部ＤＩＳへ出力するポップアップ表示のテキスト文等の各
種出力データを格納する。なお、番組蓄積部２００は、記憶部１８０の内部に含めてもよ
い。操作キー部ＫＥＹは、前述したユーザからの通信回線へのアクセス要求や、データ放
送におけるコンテンツの選択（すなわち、データ放送の表示画面に表示される、別の画面
（サイト）へ遷移するためのリンクボタン等）、デジタル放送のチャンネルの選択、デジ
タル放送の録画／再生等を受け付ける。制御部１６０は、放送受信装置１００の各機能部
の制御を司るものであり、条件判定部１６２および無線通信制御部１６４を備えている。
条件判定部１６２は、ＴＳパケットに含まれる各種制約条件（応募期限等）が有効である
か否か、すなわち、現在日時が有効期限内であるか否かを、図示しない計時部に基づいて
判定し、無線通信制御部１６４は、アクセス要求生成部１９０からのアクセス要求に基づ
いて、無線部１７０のデータ送受信を制御する。
【００１６】
　図２に、本発明による放送受信装置１００の表示部ＤＩＳの一実施例を示す。表示部Ｄ
ＩＳは、現在時刻と、放送受信装置１００の電池残量および受信感度を表すアンテナマー
ク（および「圏外」の文字）を示すピクト領域ＤＩＳ１、映像処理部１４４から出力され
る番組映像を表示する番組映像表示領域ＤＩＳ２、データ処理部１４６から出力されるデ
ータ放送コンテンツを表示するデータ放送表示領域ＤＩＳ３を含む。さらに、操作キー部
ＫＥＹの所定のキーボタンに割当てられ、例えば放送受信装置１００で実行できるメニュ
ー一覧を表示する「メニュー」ボタン、メニュー一覧からあるメニューを選択する「選択
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」ボタンのような所定の機能を行なうソフトキーが表示された、ソフトキー表示領域ＤＩ
Ｓ４も含む。図２の例では、番組映像表示領域ＤＩＳ２ではドラマが再生され、データ放
送表示領域ＤＩＳ３には、ドラマに関する出演者、あらすじ、およびプレゼント応募の情
報を閲覧できるサイトへリンクするためのボタンである「出演者」、「あらすじ」、「プ
レゼント応募」を表示する領域、および、ＴＯＰページへ遷移する「ＴＯＰページ」を表
示した領域が示されている。
【００１７】
　なお、表示部ＤＩＳに表示するデータ放送画面（ページ、コンテンツ）は、ＢＭＬ（Ｂ
ｒｏａｄｃａｓｔ　Ｍａｒｋｕｐ　Ｌａｎｇｕａｇｅ、放送用マークアップ言語）によっ
て記述され、放送受信装置１００は、ＢＭＬで記述されたコンテンツを再生（表示）する
ためのＢＭＬブラウザというソフトウェアを内蔵している。ＢＭＬにより、画面のどこに
何をいつ表示するかという空間／時間的提示の制御、関連する番組やインターネットのＵ
ＲＬを示すリンク、タイトルや本文などを示す構造の表現、操作ボタンなどのユーザイン
ターフェースなどを規定することができ、表示部ＤＩＳのレイアウトは、ＢＭＬに依存す
る。後述するが、本発明による放送受信装置１００は、データ放送のプレゼント応募とい
った有効期限を判定するのに、例えば形態素解析等の既知の文書解析手法を用いて、ＢＭ
Ｌソースコード中の、「期限」、「締め切り」、「応募」、「申し込み」、「受付期間」
などのキーワードを検索し、それに近い場所にある、日時を示す数値データを前記期限と
して抽出してもよい。または、データ放送コンテンツを含むＴＳパケットに付加された、
有効期限を示すフラグを解析することで、上記有効期限を得ることもできる。
【００１８】
（第１の実施の形態）
　放送受信装置１００の第１の実施の形態では、録画したデータ放送の再生時に、条件判
定部１６２によるデータ放送コンテンツにおける有効期限の判定結果に基づいて、表示制
御部１５０が、有効期限外のコンテンツを表示しないように表示部ＤＩＳを制御するか、
或いは、無線通信制御部１６４が、アクセス要求生成部１９０による有効期限外のコンテ
ンツへのアクセス（サイトへのアクセスやパケット送信等）要求を無効にするように制御
する。図３に、本発明の第１の実施の形態にかかる放送受信装置１００の、表示部ＤＩＳ
の画面表示例を示す。なお、各領域ＤＩＳ１～ＤＩＳ４は図２と同様であるため、説明を
省略する。
【００１９】
　図３で再生するデータ放送コンテンツにおけるプレゼント応募には応募期限が設定され
ているとする。図９に、この応募期限（有効期限）の通知を含む、データ放送の表示画面
の推移の一例を示す。図９の（ａ）～（ｃ）は、再生しているドラマおよびデータ放送画
面の時系列での推移を示す図である。まず同図（ａ）の時刻では、データ放送画面にはボ
タン「出演者情報」と「あらすじ」が表示されている。その後時間が経過し、同図（ｂ）
の時刻に、プレゼント応募画面へのリンクボタン「プレゼント応募」が表示され、同図（
ｃ）の時刻には、プレゼント応募を告知する表示と、その応募期限とが表示されている。
これらの画面は、上述したようにＢＭＬソースコードで記述するか、或いは、フラッシュ
表示するためのプログラム言語で記述してもよい。
【００２０】
　条件判定部１６２は、番組蓄積部２００に格納した例えばＢＭＬソースコードを解析し
、ＢＭＬソースコード中の「有効期限」、「応募期限」、「締切り」といったキーワード
と、そのキーワードに近い場所に記述された、ｙｙ／ｍｍ／ｄｄやＸ月Ｙ日といった所定
のフォーマット（図の例では、図９（ｃ）の「２００７年３月２１日」）を有効期限とし
て、図示しない計時部で計時する現在日時と比較する。その結果、現在日時が前記有効期
限内である（リンクボタンが有効である）場合は、表示制御部１５０は、図３（ａ）に示
すように、データ放送表示領域ＤＩＳ３にリンクボタン「プレゼント応募」を表示し、有
効期限内でない（リンクボタンが無効である）場合は、図３（ｂ）に示すように、プレゼ
ントを応募するためのリンクボタンを表示しないように、データ放送表示領域ＤＩＳ３を
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制御する。このとき、ユーザが各リンクボタンを選択すべく操作キー部ＫＥＹを操作する
と、フォーカスまたはカーソルが、リンクボタンが有効である図３（ａ）の場合は、「出
演者」→「あらすじ」→「プレゼント応募」→「ＴＯＰページ」の順に移動するが、リン
クボタンが無効である図３（ｂ）の場合は、「出演者」→「あらすじ」→「ＴＯＰページ
」の順で移動する。
【００２１】
　第１の実施の形態の処理を、図４のフローチャートを用いて説明する。放送受信装置１
００は、番組蓄積部２００に事前に録画しておいた地上デジタル放送の番組を再生中であ
るとする。まず、番組で告知のあったプレゼントに応募するための、操作キー部ＫＥＹを
介したユーザによる操作入力に応じて、表示制御部１５０が、データ放送画面を表示する
ように表示部ＤＩＳを制御する（ステップＳ１１）。次に、条件判定部１６２が、上述し
たように例えばＢＭＬソースコード中の記述から、データ放送に付与されているプレゼン
トの応募期限情報を抽出し、現在日時が有効期間内であるか否かを判定する（ステップＳ
１２）。現在日時がプレゼントの応募期間内である場合は、プレゼントを応募するための
サイトへのリンクボタンを表示部ＤＩＳに表示し（ステップＳ１３）、その後、ユーザに
よる操作キー部ＫＥＹを介した操作入力に応じ、リンクボタンが選択された場合（アクセ
ス要求生成部１９０が、プレゼント応募のサイトへのアクセス要求を生成した場合）は、
リンク先へアクセスし、リンク先のデータ放送画面を表示する（ステップＳ１４～Ｓ１５
）。その後は、ユーザによる操作キー部ＫＥＹを介した操作入力に基づいた所定の操作を
行い、例えばプレゼントを応募する場合は、無線部１７０が、必要な情報をパケット化し
て、アンテナＡＮＴ２を介して無線回線へ送信する。ステップＳ１２で有効期間外と判定
された場合は、プレゼントを応募するためのサイトへのリンクボタンを非表示にする（ス
テップＳ１６）。好適には、非表示部分にはフォーカスまたはカーソルが移動しないよう
にする。しかしながら、ユーザは、番組でどのようなサービスが実施されていたか、元の
通常画面、特に非表示の内容を知りたい場合も考えられる。その場合は、「プレゼント応
募」を表示したまま「出演者」→「あらすじ」→「ＴＯＰページ」の順でカーソルが移動
するように、すなわち、「プレゼント応募」を選択できないようにしてもよい。
【００２２】
（第２の実施の形態）
　第１実施の形態では、ユーザが無効なリンクボタンを選択できないようにしたが、例え
ば番組内ではデータ放送からのプレゼント応募を告知しているにもかからず、データ放送
内のリンクボタンを非表示にしてしまうと、ユーザが、他の画面（ページ）や、他のリン
クボタンから、「プレゼント応募」ボタンを探そうと試み、無駄な操作をさせてしまうお
それがある。また、ユーザは、画面には「プレゼント応募」ボタンが表示されているにも
かからずカーソルで選択ができないと、その理由が分からずに、選択操作を繰り返してし
まうことも考えられる。このことを鑑み、第２実施の形態では、無効なリンクボタンを非
表示にはせずに、データ放送画面上では有効期限が過ぎていることが分かるように表示し
、かつ、無効なリンクボタンがユーザにより選択されても、それに基づく通信（無線回線
へのデータ送信）を行なわないようにする。
【００２３】
　図５に、本発明の第２の実施の形態にかかる放送受信装置１００の、表示部ＤＩＳの画
面表示例を示す。表示部ＤＩＳは、例えば有機ＥＬのような、一部分の表示領域のみを制
御可能とした自発光表示デバイスで構成される。表示制御部１５０は、上述した条件判定
部１６２の判定に基づき、有効期限が過ぎた無効なリンクボタンである「プレゼント応募
」を、図５（ａ）により暗い網掛けを施して示しているように、低輝度で表示するように
表示部ＤＩＳを制御する。さらに、低輝度で表示しているにもかからず、「プレゼント応
募」ボタンがユーザにより選択され、アクセス要求生成部１９０がリンク先へのアクセス
要求を生成した場合は、無線通信制御部１６４は、「プレゼント応募」のリンク先へアク
セスしないように無線部１７０を制御し、表示制御部１５０は、図５（ｂ）に示すように
、例えば「応募期間が終了しています。操作をキャンセルします。」といったポップアッ
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プ表示３００を表示部ＤＩＳに表示して、有効期限が過ぎていることをユーザに報知する
。このようにすれば、データ放送表示画面に表示されているリンクが関連するコンテンツ
（例えば、プレゼント応募）の有効期限が切れており現在利用できないこと、すなわちリ
ンク先へのアクセスが無駄であることを、より視覚的にユーザに伝えることができる。従
って、この場合は携帯通信端末である放送受信装置１００の操作に不慣れな初心者やお年
寄り、および、データ放送の双方向サービスを頻繁に利用したことのない人でも、より確
実に安心して携帯通信端末を操作することできる。また、このように、データ放送画面に
おける無効なリンクボタンの表示輝度を低輝度にすることで、端末全体の消費電力を低減
することができ、電池寿命を延ばすことも可能となる。
【００２４】
　さらに、本発明は、縦長の表示画面に限らず、横長の表示画面を有する携帯通信端末に
も適用することができ、また、表示部ＤＩＳも、有機ＥＬ等の自発光表示デバイスに限ら
ず、液晶表示デバイスを用いることもできる。なお、自発光表示デバイスでない液晶表示
デバイスを用いてデータ放送表示の輝度を制御する場合には、例えば輝度を制御する領域
毎にバックライトを分割して設けるなどすればよい。
【００２５】
　以下に、第２実施の形態の処理を、図６のフローチャートを用いて説明する。ステップ
Ｓ２１からＳ２２までの処理は、第１の実施の形態における図４のフローチャートのステ
ップＳ１１からＳ１２までの処理と同様であるため、説明を省略する。ステップＳ２２で
、現在日時がプレゼントの応募期間内であると判定された場合は、表示制御部１５０は、
データ放送表示領域ＤＩＳ３を、各携帯通信端末の仕様に依存する通常の輝度で表示する
ように制御する（ステップＳ２３）。その後、ユーザによる操作キー部ＫＥＹを介した操
作入力に応じ、リンクボタンが選択された場合（アクセス要求生成部１９０が、プレゼン
ト応募のサイトへのアクセス要求を生成した場合）は、リンク先へアクセスし、リンク先
のデータ放送画面を表示する（ステップＳ２４～Ｓ２５）。その後は、ユーザによる操作
キー部ＫＥＹを介した操作入力に基づいた所定の操作を行い、例えばプレゼントを応募す
る場合は、無線部１７０が、必要な情報をパケット化して、アンテナＡＮＴ２を介して無
線回線へ送信する。ステップＳ２２で有効期間外と判定された場合は、表示制御部１５０
は、プレゼントを応募するためのサイトへのリンクボタンを低輝度で表示するように、表
示部ＤＩＳを制御する（ステップＳ２６）。その後、ユーザによる操作キー部ＫＥＹを介
した操作入力に応じ、低輝度表示にも係わらず、プレゼントを応募するためのサイトへの
リンクボタンが選択された場合（アクセス要求生成部１９０が、プレゼント応募のサイト
へのアクセス要求を生成した場合）は（ステップＳ２７）、無線通信制御部１６４は、リ
ンク先へアクセスしないように無線部１７０を制御し（ステップＳ２８）、表示制御部１
５０は、アクセス要求が無効である（応募期間が過ぎている）ことを示すポップアップ表
示３００を表示部ＤＩＳに表示して、有効期限が過ぎていることをユーザに報知する（ス
テップＳ２９）。
【００２６】
（第３の実施の形態）
　図７に、第３の実施の形態における、放送受信装置１００の表示部ＤＩＳの一例を示す
。各表示部分は、前述した第１および第２の実施の形態と同様であるため説明を省略する
。本発明の第３の実施の形態では、データ放送画面がカラーで表示されている場合に、有
効なリンクボタンはＢＭＬで定められた表示（カラー）色で表示し、無効なリンクボタン
を、白黒で表示する。図７では、「プレゼント応募」が無効なリンクボタンである場合を
示しており、網掛けを施した白黒表示領域４００のように、データ放送表示領域ＤＩＳ３
のその他の領域（カラーで表示されている）とは別に、白黒で表示される。従って、本実
施の形態によれば、データ放送表示領域ＤＩＳ３内のリンクボタンの色表示が、カラー表
示であるか、白黒表示であるかによって、ユーザは、実際にリンクボタンを選択してサイ
ト先にアクセスすることなく、リンク先へのアクセスが有効であるか否かを一目で、容易
にかつ確実に認識することができる。なおこの際、リンクボタンが無効であっても、デー
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タ放送表示領域ＤＩＳ３は常に通常輝度で表示されるので、ユーザは、見難くなるといっ
た問題なく、データ放送画面を視聴することができる。
【００２７】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行なうことが容易であることに注意されたい。従って、これらの変形や修
正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各手段、各ステップなどに含
まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の手段を１つに組み
合わせたり、あるいは分割したりすることが可能である。
【００２８】
　例えば、本実施の態様では、放送受信装置の表示部にデータ放送と番組映像とを同時に
表示する例を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、データ放送のみを表示部
に表示させることも可能である。また、有効期限は、ＢＭＬソースコードを解析すること
で抽出する例を示したが、本発明はこれに限られるものではなく、例えば番組の音声を解
析することで得てもよいし、あるいは、データ放送コンテンツを含むＴＳパケットに付加
された、有効期限を示すフラグのような、放送波に含まれる有効期限を表す何らかの情報
を解析してもよい。また、有効期限としてはプレゼント応募期限を例に説明したが、本発
明はこれに限られるものではなく、リンク先への接続期限、視聴者参加型番組への参加期
限、または、テレビショッピング番組の商品購入期限など多くのものに本発明を適用する
ことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明による放送受信装置のブロック図を示す図である。
【図２】本発明による放送受信装置の表示部の例を示す図である。
【図３】本発明の第１の実施の態様による表示部の例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の態様の処理を示すフローチャートである。
【図５】本発明の第２の実施の態様による表示部の例を示す図である。
【図６】本発明の第２の実施の態様の処理を示すフローチャートである。
【図７】本発明の第３の実施の態様による表示部の例を示す図である。
【図８】従来技術における放送受信装置の処理を示すフローチャートである。
【図９】データ放送コンテンツの表示画面の一例である。
【符号の説明】
【００３０】
　１００　放送受信装置
　１１０　チューナ部
　１２０　復調部
　１３０　分岐部
　１４０　処理部
　１４２　音声処理部
　１４４　映像処理部
　１４６　データ処理部
　１５０　表示制御部
　１６０　制御部
　１６２　条件判定部
　１６４　無線通信制御部
　１７０　無線部
　１８０　記憶部
　１９０　アクセス要求生成部
　２００　番組蓄積部
　３００　ポップアップ表示
　４００　白黒表示領域
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　ＡＮＴ１，ＡＮＴ２　アンテナ
　ＤＩＳ　表示部
　ＤＩＳ１　ピクト領域
　ＤＩＳ２　番組映像表示領域
　ＤＩＳ３　データ放送表示領域
　ＤＩＳ４　ソフトキー表示領域
　ＫＥＹ　操作キー部
　ＳＰ　　スピーカ

【図１】 【図２】
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